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議事録の虚実

一一く10月事件論〉序説一一

鷲 見洋

1：序論

1-1 ：共同研究

本論は，柏FH材i次（市c!lJ''f:院大学） ' ;j(林 r~＇i: （明治大学）および本者の 3

i71による共l1f]研究の一端で、ある。とりあえずは竿ィ号 l人のず1を冠して発去

されるが，研究の構想や資料の収集・分析のすべてにわたって， j七lrij

きわめて強い論考で、あることをあ、院J「りしてあ賓く 1)0 

1-2：研究対象

本論が対象とするのは， 17891ド10)j 5 Hから 6Hにかけて起きたくlOJJ

事件〉またはくヴェルサイユ行進〉と呼ばれる事件である。「 7JJ14 I 1の革

命がリjたちのものであるように， lOJJ6 Hの〔・・・〕革命はLぐたちのもので

ある／）と Micheletが称えたこの事1'1：については，すでに Albert

Mathiez31, George Rud♂）に先行研究があり，また幾多の革命史家たちが革

命史の記述の Jt1で、それぞれ再構成につとめているが5），本論の li的はこの

I記念すべき出来事に関する資料・情報をく事実〉のレヴェルに還J亡し，

<10月事件〉の素朴実在論的な復元を誠みることではなく，事件を事件た

らしめているもの，すなわちヴェルサイユ行進を報道する幾多のi記事・記

録それ自体の去現や構造についてどこまでもこだわり続けることにある。
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1-3：事件のく事件性〉

私たちが）j比一｜：のIll発点としたいのは，「＇ M'I：を1記述するとは，その事

1'1：がすでに rli-かれであるということをJむ味している」という R.Bart hesの

パ柴である6）。いいかえれば， 11：＿ま lj：＿ましい，ょがみRの事件などというものは

ありえないo ・Jlf'I：はその発作ーの｜瞬間から 無数のエクリチュール（それら

は必ずしも ll.ri/~ A引のカテゴリーにのみ｜虫記されるとは｜以らなしうに攻閉

され，しかるべき必；~ょをイ、J- 'Iされて一つのく物Mt＞に翻訳される。

P. Noraがし、みじくも述べたように，「現実にできあがった社会はすべて，

'Ji:｛＇！：の行 I認を故終i｜的とする－Mのニュースの体系によって，！＇ Iらのイf：イt:

を↑I（久化しようとする。というのも，＇ Jd'I：とはまさに社会が依拠している

均衡を危うくする断絶だからである」7）。

lOJJ 'hf'！：をめぐるくニュースの体系〉，すなわち新聞報道記事は， 2つの

対＼＇／.する衝動に引き裂かれているように見える。すなわち事件の何認、と事

｛＇！：の；YI！＼である。たとえ愛 11~1派のジャーナリストにとってすら，パリの民

衆の怒りーや与t)Ji土谷rl;gしがたい異常＇Ji：態で、あり， H、1には報道文から抹消す

べき不杵＇Jiとしてとらえられている。だが，それと Ir判、？に，彼らはこの日1

;K 'Ji：全体が11：＿み11¥した驚くべき結果－！klI: のパリ ~11｝還一ーを凶民にとっ

ても i議会にとってもきわめて好ましい事態と 1J'F11fljし，ことの成り行きをl由i

則的なく＇Ji｛＇！：＞として改めて物品化する必要に迫られる。 10）］事件を報道

するジャーナリストの下jは，こうして－HIAユ店する 2つの感情，欲望の要請

の卜に，きわめて川折した述びを見せるのである8）。

1-4：資料体について

私たちがこのj七frd研究のために構成した資料体（corpus）は全部で49点

の新聞より成り 9i, )'i I二の例外を除けば，その大部分については P.Retat 

のカタログに記i械がある 10）。これらの新聞は， FIJ行年代や形式，報道内脊

や,llt忽！何if(1Jなどがし、ずれも県なるが， lOJJ'h1'l：をめぐるI記事については大

別して 2つのスタイルを111111¥できるように忠われる。一つはくレシ明〉と
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でも呼べるもので， 10)J 5 I 1のノ之リ I打役所1]if広場における騒乱から始まっ

て，ヴェルサイユに向けての~~~~1F (Maillardヰ旬、る 1U場の虫ーたち）とm
－~＇F (Lafayetteヰ旬、る＇＂＇民街只とパリ i¥j民）のIH発， 5けから 611にかけ

てのヴェルサイユでの数々のエピソードを鮮てIE!！：と I：家のノミリ到ぷーにい

たるまでの11¥;,k字引を 物rll¥(recit）風に順次綴り riL'.している。第 2のスタ

イルはく議 ·Ji： ~JJW），すなわちヴェルサイユの I t-:I民議会における rlJ議の遂

ーをril：述・略述したl記録で， 10)J 5 11は人権＇ 1'(I；・と店法l前条.!Jlに対するIE!

1 ：の［ 11]'('1=をめぐる本会l議での I議l論，パリ i!H己の議場への乱人その他， ~·？. 6 

11は＇＇＇＇ rのノζ リ州選J1 i I引をうけて議会がパリへの移転を決定するにいたる

プロセスが、トli11i· される e むろん，〈レシJW）とく議 •Jj:jijJ~I~）との 1j1!/\Jにはさ

まざまなヴァリエーションがあり， H、？？こは114i-1；を併せ併Hえた大部な報道r4L'.

·Ji: も見かけられ，実ru1;1~化はきわめて附難である 11 ）。

イメ，i命でとりあげる資料はもっばらく議官’録JW）に属する新llfJ10数点で，

2 11にわたるIEll＼：議会の審I議のうち， 10115 I！の本会議 Clkl F111J符の朗i泣

から， Maillardにヰくし、られたノミリ立つド！：i¥j民の入場1ri:1111まで）についての記

録を検，j,Jする 12）。

2 : 10月5日における国民議会の状況

2 1：人権宣言・憲法草案に対する王の回答

lOJJ 111にヴエルサイユ，1＞；任で、作i：され7こく破H長恥tdl；，虫；） ( orgi e 

scandaleuse）の士｜｜らせがノξ リIこlit！し、て IUJJ己の伊11粁を逆撫で、し，折りカミらの

食~l1fflι機に｝JI ！えて＇／；，·

心にヴエルサイユへの民主↑，＇；·行進の~Uliが帳成されつつある頃，、11J のヴェル

サイユでは，，，，，民議会と I"''1：ルイ 16[ll: （および＇＂＇務会議の大！日たち）との 11¥J

に交わされるイj形無形の取りづ｜きが一つの転機を迎えようとしていた。す

でに 9JJ1111，愛IE！派はl1>:lI：のく作ii：的作何権） (veto suspensif) をI認

め，この！譲歩と引き換えに 8)J以米のl治法令をい11：に裁11JさせるIJ！：で、あっ

たが，ルイ 16111：は強気をl'tき，裁11JをmんでH、illJJを稼いだ。 10)J 5 I 1の同
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民議会本会議rt!iJ':iで朗I読された［14Fの［11J7tは， XiI二のデクレについては裁

r"J (sanction）をあたえながらも 13），肝心の憲法諸条項14）には留保付きの

くl11j志） (accession）しかあたえず，人権’1"(I干にいたってはく道徳律〉

(maximes）であると片付けて，はっきり不満の怠を表明している。

2-2：王の回答に対する反論の型

lOJJ 5 I Jの本会議で；IF!I：よりの［11J7.'fが朗1読されると，弁護 i：を1f1心とす

る第 3身分の議員たちからjι然たる反論の戸があがる。 I：党派の議員によ

る｜司王擁護牟の弁も合め，ミ＇1fl議会が I：の返書に対し無条件裁11Jを要求する

ヂクレを採択するにいたるまでの発！？数は延べ40余りである。おそらくは

数時間におよぶこの長大な1討議の全体を収録した議事録は存在しないが，

JJlイi：私たちは Archivesparlementaires15), Ancien Moniteur16), Le Point 

du jour17）といった資料・新聞の記録を照合することにより，あるていどま

で、uiliの審議の詳細！を復不することができる。

I者紙の報道を比較・検，Hした結果，［kjL[i111"';；への反論はいくつかの別に

整理することができる。

①反論の用論的拠点：砕家主義の｜’｜然法摘を踏まえた批'j'lj0 く自然〉

(nature）をほJJhとするく「J然権） (droits naturels），それに 1＇／脚したく人

権1三） (Declarations des droits），く’，·（ rD のJW念をフランス 11~］家に発現さ

せる形で生れたく憲法） (Constitution），く憲法〉の原用の実定化であるく法

律） (lois），そしてく法作〉制定の場で、あるべき f工法府としてのく｜司民議

会） (Assemblee Nationale）。厳密に秩序づけられたこの階梯状の法用論の

どこにも，く i：権） (royaute）の恋、意的介入は汗されない。従って国王は

く’1'(rl）ゃく憲法〉に無条件，i窓口J(acceptation pure et simple）をあたえ

るしかない，いやそもそもあたえる権利すらない。

②IF）日口l符のテクストそのものへの以論。

もっぱら①の論拠をもとに， l：がく認可） (acceptation）ではなくくfr司志〉

(accession）とのべてし、ることや，条件を千jけたり修正をほのめかした

り，批判的古辞を弄していることに哲学的・理念的批判を加える。
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⑧114 I；を補佐する人1：〔や延｜；（への批判。戸？：良な I：をl愛す悪｜主たちのく陰

謀〉。 10)j 1 11の安会が露日した貴族の本（'i：と近衛兵の無統制ぶり。

④憲法制定を見るまでは Neckerの要求する 4分の l税法案は成立させ

ない。

⑤食料不足と穀物の流通目l；ヰへの憂慮。

⑥｜五II ：への J~体｜切な要求に｜到する動議。無条件去~11J要求からたんなる釈

明要求までいろいろであり，採択されたデ、クレをl司王のもとにJr1！ける役日

も，議長のみという広見と代長ト打派遣という H長とに分かれる。

2-3：国王回答をめぐる討議の流れ

いくつかの主主~な議事録を通覧し，本会議での審議を復見してみた結

果，以トーのような順序による発l1-'1号がリスト・アップされる 18）。

〔l〕 Muguet de Nanthou (III) 

〔2〕 Robespierre (III) 

〔3〕 Bouche (III) 

〔4〕 Prieur (III) 

〔5〕 Du Port (II) 

〔6〕 Goupil de Pref eln (III) 

〔7〕 le vicomte de Mirabeau (II) 

〔8〕 Dumas (III) 

〔9〕 Gaultier de Biauzat (III) 

〔10〕 Reynaud de Montlosier (II) 

〔ll〕 Virieu (II) 

〔12〕 Petion de Villeneuve (III) 

〔13〕 Gregoire (I) 

〔14〕 Barere de Vieuzac (III) 

〔15〕 Urly (III) 

〔16〕 Chasset (III) 

〔17〕 le comte de Mirabeau (III) 
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〔18〕 Maury (I) 

〔19〕 Camus (III) 

〔20〕 Richier de La Rochelongchamp (ll) 

〔21〕 Monspey (II) 

〔22〕 Demeunier (III) 

[23〕 Coulmiers (II) 

〔24] le comte de Mirabeau (III) 

〔25〕 Petion de Villeneuve (III) 

〔26〕 Monspey (II) 

〔27〕 Carat l’aine (III) 

〔28〕 Montboissier (II) 

〔29〕 Toulongeon (II) 

〔30〕 La Rochefoucauld (I) 

〔31〕 Rewbell (III) 

〔32〕 Glezen (III) 

〔33〕 le comte de Mirabeau (III) 

〔34] La Gallissonniere (II) 

〔35〕 La Luzerne (I) 

〔36〕 Lameth (I) 

〔37〕

〔38] Tellier (III) 

〔39〕 le comte de Mirabeau (Ill) 

〔40〕 Barnave (III) 

〔41〕 le comte de Mirabeau (III) 

〔42〕 Target (III) 

以卜ーのべ42:1ノ1にのぼる発 I;・ ,fi・の L長は， m3身分による［1-:]F[r1］~への批

判と｜：党派による弁護という J1l本的刈・1'1：をやみながら，全体としていくつ

かの分節人l、しをイjーする大きな流れを作り II¥している。

l：回答への理念的批判。〔 l〕～〔 6〕はそのほとんどが， i：に裁11Jを

( 222) 219 



もとめている、i1rのく人権’1'(I j") とく店法〉にI加われた.flf！念とを式出に， ！ 

の［ 11］＇（~；を批判し， ！：に無条件I沼、 11fを要求している。

日：回答の擁護。

〔7〕は l：を弁護するついでに，［k)l＇己l議会が i：権の切り JJ)jしをはかって

いると失 I；し， JI：期｛されて（〔 8〕，〔 9〕〉謝）f：する。〔11〕は，H議の引き延

ばしにかかる~）j で，〈：’u:会〉を擁護する。

皿：批判の多様化

〔12〕～〔17〕はときにJll!.念を離れて，批判の対象をく’｝｛会〉，〈近衛

fi.)' ＜大｜；（〉，さらにくヂクレの改鼠〉ゃく食料危機〉にまで拡け：てし、く。

とりわけ〔14〕と [17]の民Ii＼した動I議がし、ずれ店決にかけられることに

なる。

w：王党派の反撃

さまざまなH1年擁I~の弁 CC18〕，〔20］，〔 21 〕，〔 30〕）とそれへの以l論

（〔29〕，〔31〕，〔32〕），さらに冷的な子続きll命（〔19〕，〔27〕）と相次ぐ 1j1

で， ｜：党派のllU1出発！？が 2つ。〔22〕の挑発と〔28〕のノξ リ批判が物議をか

もしずこO

v：動議採決まで

Bare re〔14〕かMirabeau〔17〕かの動議京決を1foに，引き延ばし！；作が

あるが（〔34〕，〔35〕），鮎川 Mirabeau案を採択。ただし，この案は相次ぐ

修正動l議で’l'J＇抜きにされ，故後は Barere実に近いものになってしまう。

採択されたデクレとは，「議長と代｝＜卜J］は｜：のもとに赴き，人権’1'(r j－と；5

1.ld行条.!jJの無条件，［忍，，rを求める lというものであった。

VI : Target発言

l、，F

Acとなつたカ、のように，パリから;tぐた虫ーたちが Maillardによ十九、られて議場

に人る。

3：国王回答をめぐる議事録さまざま

以 i：凡てきたI討議の全体は，私たちの資料体のうちでどちらかというと
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く議 •jj:録lt'J.）に属する新聞によって多様な扱いを受けている。

3-1 ：簡略化一一くよそ見型〉

まずllを芯くのは，ほとんど議事録の体をなさない極度に簡略化された

記述で，たとえばBulletinde la correspondance de la deputation des 
19) 

communes de la senechαussee de Brest にいたっては，わずか 6行で凶

Fj11］答とそれに統く無条件裁nJとを報イつするのみであり，議場での審議の

経過は完全に無視されている。 I記述の視点はどこまでも｜下l民議会に置かれ

ており，しかもジャーナリスト 1'1身が［l.'Jfl11］符に批判的であるにもかかわ

らず本会議の模様が採録されないのは，ジャーナリストが議場外部のさま

ざまな動き (lOJJ1 11の’｝［：会，パリの騒擾，民衆のヴェルサイユ到着な

ど）に flを奪われているためである。これはくよそ見型〉の報道とでも呼

べる記事なのであって， 114民議会の役；刊がとりたてて過小評価されている

わけではない。

民衆，とりわけk性にことのほか好志的な Revolutionde Versailles et 

de Pari/0lの場合で、も， J~ き子の興味はく現代のアマゾネスたち〉のめざま

しい活躍にあり， lOJJ 5 11本会議での討論についてはその要胃がテーマ別

に記されているのみで，むしろ頂点はその後の議場内で女たちがし、かに重

要な役割を演じたかというテーマの）jに置かれている。

Correspondance de MM. les deputes de la province d’Anjou21l十こついて

も！11］様である。 11~］民議会 rj1心の I記述ながら，議事録はわずか 2 ページで，

IEJ r：への以論と擁護論をまとめの形で紹介するのみ。議論をいくら重ねて

もらちがあかないので，とにかく 114rに無条件裁iiJをもとめるデクレが採

択されるに至ljったといった風に，やや投げやりな編集で全体の経過が粗述

されている。芹き子の関心は討議11iJ後のよりドラマチックな展開や出来事

に向けられており，一見111性的なその下J致がかえって記述の濃淡を際立た

せる結果となっている。

3-2：騒乱の回避・陰蔽
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議事録の簡略や省略がたんにジャーナリストのくよそ見〉に起因するの

みならず，さらに深刻なイデオロギーl：の，あるいは情緒的な理由によっ

て説明されるケースがある。旧政体下で長らくヴェルサイユ宮の官報とし

ての役割をつとめてきた Gazettede Franc/2lが， lOJJ事件それ自体を紙

面から完全に抹消しているのがその代表的なもので，民衆の動向や議会で

の審議，宵廷の反応などに対する三及は一切なく， 10)j 13日付の82号にお

ける DeParisの欄で読者は同王がし、つの間にかパリに来ていることを初

めて教えられる23）。

,LC,，~悲u－＿は Gazette と対極の位置にある Le Patriote Jranr;ais 24lにも似た

ような逃避の安勢が見受けられる。執竿者の Brissotde Warvilleは刊行紙

の標題通りのく愛同者〉であり，国民議会で作成中の憲法革案に並々なら

ぬ関心と情熱をそそいでいるが， 63~｝の大部分を占める 5 日から 6 F1の議

事録ではパリ＂ j民の到后には一切触れず，そればかりか Brissotにとって

きわめて切実な志味をもちえたはず、のI司王同答をめぐる審議については，

故初の発三よー Muguetde Nanthouの志見がわずかに紹介されているにす

ぎない。法律家 Brissotが必然的に選びとる説話論的構図の中では，ヴェ

ルサイユに押しかけた民衆は憲法制定とし、う議会の神聖な任務を妨害する

｜唾棄すべきイf：イcなのである。ところでlOJj6 H伐の時点で 2日間の事件を

In！顧する Brissotには，議会での煩墳な討論など吹き飛ばすような驚くべ

き結果，すなわち｜司王による電光石火の裁口Jとそれに続く l司王のノξ リ帰還

とがすでに既成の事実として見えている。明らかに Brissotは｜玉｜民議会の

能）J（ということは彼「l身の能）J）の限界をはるかに超えて進展してし

まった現実の事態を前にしてひどく動揺し，おびえているのだ。民衆とい

う有難迷惑な存作の援助なしに，国民議会が国王から裁可をとりつけるな

どとうていありえなかったということは， Brissot 自身が誰よりもよく

女IIっている。議事の採録などにもはや何の意味もない。むしろ，困五回答

からパリ帰還までの全過程を，民衆を与うる限り排除した kで初めて可能

な，国民議会勝利の物語として描き＼ll：さなければならない。 63号でおのれ

の動倍を隠そうとすらしなかった Brissot25lは態勢を立て直し，次の64号で
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トー）？？民批判と忘法擁遣のイデ、オロギーとで止に装したくレシ〉を・hLIDし， il

伎をあわせようとするだろう。このJWの叙述は，、l~jj、？の〈進歩的〉ジャー

ナリストの対応ぶりを如実にノjよすもので Le Patrioteの紙j(ijにもっとも

,/iij{i;ii；な形で去わされノている。

数ある議・Miの，，，でも発 lf収録数が多い）Jの郎知に属するにもかかわら

ず，，1；.き子がI議場で、のNJ蕗.)<"-J 1＇！：を嫌い，テクストからそのような出足跡を

¥1rjしよーろうと努めている例もある。 Gaultierde Biauzatの Journaldes 

dehats et des decret/G）がそれで，このl議ilはオーヴェルニュの選挙民を不

交におとし人れまいという配慮から，危機や！騒擾に！到する↑！日長を一切訓｜徐

したく公1Ut1〔在、〉な出辺に腐心する。、！？然のことながら， Target発 Ij-

[42〕1(1；後のノ£リ山氏乱人は無視され， l討議の採録部分でも［1,c) I：を擁！迭し

ようとするWl・m2身分の免 lj会は才・11u告さhるか軒視されて，議場内部で

の対1'l.出百Lのヰ｜！をつとめて隠倣しようとする制集広｜火｜がl_l)Jj'jである 27)。

とはいえ Biauzatが発 li〔l〕～〔 5〕で去一｜リlされているような第 3身分

の先端的政治則念をイパギしているとはjよ｛えない。むしろIr<I I：と忠1:1：とを［x:
別して 1}1j-tr－を美化しようとする〔 6〕のリIJIJに介入し「I議会のメンバー全

日がそう与えているJとよー1'1しているところから凡て，どちらかというと

応不｜！な点忘れい!JUI論点といったイメージが強い。

以｜：に検，Hした 3紙は｝t!,l氾！も、工場もまったく _wなる帝国'.US)J｝！－をj'fきなが

ら，刊行布にとって都介の思い↑， 11報，不快な対象，子に余る ·j;:J~ を｜口l避し

11111存するとし、う共通の特徴をイjしている。これらはいずれも ＜・M1I：の行i訟

を以終｜！的とする一例のニュース休系〉にほかならないのである。

Biauzat における出乱忌Jll'EJ刊の報道は，以卜の 2紙に特定思危！の廿抜き

JWという安で引き継がれる。特定jよ｛氾！とはいうまでもなく 1r-:1n11r~；をめぐ

る42の発 Ij-1,Iもっとも心進的な，，，然t.lJW ，；命を制iに i：権を批判する

Robespierre 〔2〕の］：＿伝である。 Journalgeneral de France28）の・Ml：報道

は，そもそも民衆の与さ）Jに閃する l記述がJU小［Sl｛に}QJえられ，視点は議場｜什

に円かれているが，そのl議場での審議にしても i記録はきわめて簡略化さ

れ， l1-:) i：の11111年への批判i札広見は Muguetde Nanthou 〔1Jに代弁させ
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られている。すなわち，；11-Wは人民の必：JよiのJ(JJlであるから11,:1rの裁11fす

ら必要としないという Robespierre 〔2〕や Barere 〔14〕らの人民 1：権1i命

の i：長がうやむやにされ，むしろい、：］ I：の無謬性を H長して大1:1：に六れをれ

わせようとする Mirabeau 〔17〕のむ見が格別の抜いを受けている o II：き

fの1lll 、は，どうやら人民主佐1t命を持ち II\ すことなく， fil'l~l＇.不 11J{）なlie]I宇

に無条件裁11fをもとめよう，というあたりにあるらしい。

Le N ouvelliste universel29lの場介も似たり市〈ったりで，このJ~,]{f－は tll/L

されているl泣fi・J11'11がかなり低いということもあるのか， l議＇Ji主；,Rの州立；IJな；F

純化が実行された京11i;+!:, Robespierreの発 ii"'JIJIJの1j1からは，彼の J:.長の

史ーをなす，あらゆる昨）Jの訪日米たるJr］民のぷJι，IF]l＼；の左法制定枠とそれ

に従同する｜：昨（＝行政権）との｜月係をめぐるl議l論，すなわちJic]!J11）作を

批叫する川崎l'f:J枠組みの部分がすっぽりと抜け治ちてしまっている。

3-3：国民主権論に則した編集

i・.1fG 2紙とは1UX:対のJr］民主権，；命のイ工場から，やはり J1ijじような巾純化

の加支ーを1j・なっている例がある。 Journaldes decrets de l' A五semblee

Nationale30lの場什がそれで，議’Ji鉛でリ｜川さわJ てい る 発 I j• は，

Robespierre [ 2〕， Petionde Villeneuve [12〕， Mirabeau [17：の 3

f，に絞らわ，しかも［ 2〕の H長は57行にわたっているのに対L，他の 2

人はそれぞれノll hと191j-であるから，議会内の論11.&は〔 2Jに代ぷさせら

れている感すらある。議・Ji:録がJkll己主権のイ工場に山：つ以！・.， l議会の外部に

し、る民衆の動 1l1j も食＊IU~機などではi泊 l~j されない。パリ I Jj l己を行動に！.Wり

点てたものは，人民の代ぷf；の議会を伽！ヴ．し，それによってい、l比七砕を1111

出した〈般民恥なjE’ι〉と，それに続く I''I I：の Metz逃亡の｜貯なのであ

る。

Beaulieuの刊行になる Seanceet suite des nouvelles de Versailles31iは

やや趣を~Nにする。 l議＇Ji似の部分は約 3 ページで， l議， i命の流れ全体が~約

されているだけだが， J1、：］ F[11j符への批判附？；？の発 Ij・についてはると細かし、

ニュアンスの迷いが削ぎ治とされて，〔 2〕の Robespierreのみが例人の資
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格での要約という破格の扱いを受けている。ここにおいてもテクストの批

'FUの拠点は Robespierreの発言によって代表される国民主権の原理にあ

る，ということができるだろう。しかしながら， Beaulieuが議事の採録に

あたって Robespierreの主張を選びとったということは，先の Journal

des decrets ...におけるように，議場外の民衆に対してまで好意的な態度を

自らに課するような苦しい立場を選択したことにはならない。 Beaulieuに

おいて，理念と現実とは峻別され，国政の根本問題を論議する国民議会に

とってパリからの民衆は完全な異物として捉えられる。 10月5日本会議の

議事録に続く Varietesの見出しの下に，国民主権のく理念〉を踏みにじる

かのような暴徒という〈現実〉が生ま生ましく描かれているのが興味を惹

く。

A l’heure ou nous ecrivons ceci, un peuple immense, compose d’hommes, 

de femmes, armes de piques, d’epees, de f usils meme, sort is de mu rs de 

Paris, vient de se porter a Versailles. Le roi, qui etait a la chasse, ce 

matin, instruit de cette dangereuse emeute, est rentre au chateau a toute 

bride. On avait place des dragons sur l’avenue, mais ils ont laisse passer 

cette effrayante multitude, sans bouger de leur place321 

3-4：王党派系の編集

同［［n］符の朗読に続く一連の審議の中で，十：権を擁護したのは少数の声

であった。それもl口i符の出：しい弁護（〔18〕〔20〕〔22〕）やlOJJ1日の宴会

の1E~v1 ｛ ヒ（〔 11〕）あたりが精一杯のところで，デクレ採択の引き延ばしr

作も失敗し（〔34〕〔35〕），むしろ貴族の失ι（国民議会が主権の切り崩し

をこれ以上続けると－－と亘って非難され謝罪した〔 7〕と，パリへの批判

的寸ー辞で、物議をかもした〔28〕）や挑発の不成功（Mirabeauにやりこめら

れて撤［n］を余儀なくされた〔21〕）が相次いで，旗色はきわめて悪く，王党

派にとってはきわめて不良11志な数時間であったろうことは容易に推測でき

る。

凶I：擁護の立場に立つジャーナリストがこの本会議の議事録を作成しよ

うとする場合，発汗の忠実な記録はおのれの信奉する即二念にきわめて不利

( 228) 213 



な結；＋：をもたらしかねない。ここはどうしても編集の子を加えて，テクス

トから愛［kl派色をなるべく消しよーるよう努める必史がある。 r党派ジャー

ナリストの危機感は，その点これまで検d1した第 3身分系の新聞とは比較

にならないほど強かったはずである。

Gazette de Paris33lは本会議における 11~1 L!r1J7'~；良Jj ，涜の記事の 1n: 1}ijに20行

ほどの文1';'i：を挿人し，「人心がかつてないほどにこの｜；なく恐ろしい興合

状態にあるj ことの’ノた例として，エウマルーで開催された Ifj教会議が付近の

住民に慌しまれて強制的に解散させられたこと，地）jで、暴力行為が多発し

ていることを｛ムーえ，品名の危機感を煽っている。このイ＜t'Jな情勢への cX及

は，ヴェルサイユでの流lfll'}ifl：を予行するばかりか，その［~（1JUのl司氏議会

における審l議そのものが，llしがたい I：権への侮辱行為として従えられる卜

地を作りあげている。

続く議’Ml止は，1；きfの頻繁な介入によってきわめて主観J性の強いものと

なり，［k]Lーによる［ 11］~平を批判する議はは「［kl民 l'l 体を,fl)：に対して蜂起さ

せる」不立の輩であるかのように：IWiかれている。 Robespierre〔2〕による

「Ikl i：に芯法について判定する資棋はない」という主張が一応 6行にわ

たってづ｜川されるが，「｛確かにわれわれの志法には欠陥があるJという

RobespierreのIiゆ131）につけこむ形で、点き子の介入があり，以後｜ヰ：にわ

たり欠陥！＆（t去を行政権（＝ I：権）に押しつけるいl討議会の身勝子さが攻撃

される。

Journal historique et politique de Geneve 35lにおいても書き子の割り込

みが｜｜につく。議事録の収録発パ数は， Gazettede Parisよりもはるかに

多いにもかかわらず 要所要所のナレーションが全体の）jl句をしっかりと

定めて， I：党派色の強いテクストになっている。日頭にまず無法地帯と化

したかに見えるフランスの紹介があって， i号き子のイ工場が明確にぶされて

いる。［ r~］ IJ11！符に対しては「多数の議只が満足の広を表明したが，他に決

然たるIx；対を去ゆjする，｛＇；ーもいた」とされる。〔 l〕〔 2〕〔 3〕〔 5〕と比較

的長々と紹介される以対怠見の中では〔 l〕の Muguetde Nanthouの発

I iに折導性が認められ，〔 2〕の Robespierre発三は直接ヅIJ IJのみでコメン
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トはない。それよりも〔 4〕と〔 5〕の！日jでどうやら免 l;-Ii偵をめぐる醜い

/ft L、があったらしいことがほのめかされる。〔 7〕の levicomte de 

Mirabeauは他紙では失 I;・11u題でl話題になることが多いが，ここでは〔 l〕

から〔 6〕にいたる，，，， !J比、刊の発 lfに対する以批判の頼もしい論客という

抜いを受け，彼のうた li宇に対する第 3身分側からのHe，議のあとに，むしろ

〔l〕～〔 6〕発 l;・ ii~I i-:J I：を仰与しているという逆襲の立はもいくつか

あったと，＼GL}Jll えている 36）。後、r~こ人っても，やはり和16~必；｜ヌlは出什であ

り，〔13〕〔14〕〔15〕といった市長（な）え，i命を〔12〕と，，ijじ飢の H長であると

して，発 I({';・:frの崩’刈だけで）＼イ，j・けてしまう。 Monspey 〔21〕の挑発も－

L広報竹はされているが，その11'（後の Mirabeau発 I；・や Monspey!'l身による

撤j11jのエピソードはー切符｜略されている。

以｜：の 2紙に代去される 1：党派ジャーナリストの〈編集〉は，つまると

ころ，t；－き子の強引ともいえるような介入によって印象づけられるアクの強

い j:_在日J作を特色としている。、｜λ川にして＇ l''-,VMな，＼G録の内部に不連続の）!iを

枠かせるこの）jtl:;は， F柿iの危機を ，UU＇；－~こ実感させ 不安をつのらせるに

はもっとも効果的であり，それが品じるとたとえば Rivarolにはられるよ

うに，，i{f り子の独！＇ I や長！ムー ;-r；今が I記述のN~tllを完全に覆いつくしてしまうよ

うな，特異なスタイルを／｜：みII¥すことになる37）。

3-5：メタレベルの活用

ii；き子の，＼－G}t文への訓り込みは械道，＼G·Ji に 2 つの！刊を作り I ！＼す。 lt~J民 l議

会I議’Ji:i止が本会議における，H論のJ心：だな復j己で、はなくなり，ジャーナリス

トの感情や見解陳述の場と化した｜｜、5，新聞は I：党派についてはたような傾

｜｛げl：の強い政治的役＇，1rn~111＿うことになる。 l；党派系以外の新聞で，そうし

た乃き子のメタレベルが報道，＼G’Ji:の叙述を佼食している例を，以ドに 3名

のジャーナリストについて検，j,jしてみよう。

まず、11i1J、？もっとも充実した議・Mtを財4点していたことで定，1'1えのあった

Le Point du jour38lで、ある。 Toulouse l：γ：引tit'i::弁護｜：の議HBarere de 

Vieuzacの「リ行になる、11i紙は， 511の本会l議で Barere!'l身の動議が’h実
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卜採択されたこともあって39), 1l同Illをきわめた；記録を発去している。そし

て、！？然子怨されることながら， If；き子 BarereのI記録文への介入は1'Jijfr5 

111）に及び，さらに Barere本人の発J〔14〕のづ｜川も全39行と断然他を川す

る分11＼：で、ある。 5111）の介入を 6つのパラグラフに分類して悦べ，さらに

[14〕先 17を哉ち人れてみると， I議’Ji:~止をkii えた次；l:に全部で 7 つのデ、イ

スクールより｝点るメタレベルが形！北される。このメタレベルこそが，、！？紙

をnくj点本的主張を帰る加としてきわめて市民な役割を来たしているよう

に思われる。本会議での審I議の流れに’A〕ぐり添う形をとりながら，巧妙に I'!

L」アピールをあ：~（ナるこの静かな戸によって 1\ff られる物1\/f とは次のようなも

のである。

テ、イスク一ル⑦：状況；』l&り｜刈 外川：のfι機（｛波廉恥な，虫：会~＝D己b転の

食tli：欠乏）と内部のfι機 C ！！~?.tをめぐる刈今 ＼＇t

テ、イスク一jし②：｜什部のfι機の不，ムf一一 iklI：の1111符l主dむ'11よイく IYJで、ある

が，どうやらく敵〉の ii：休は i＇~：良な i：ではないらしい。

ディスクール⑧：〈敵〉に対li"i:すべき 1l命.BH~ （ 1，敬〉は’1:1；妊の忠｜；〔にほか

ならず，彼らに対してはく法〉く：権分ι＞<J主本的人権） .8H念で戦う。

ディスクール④： Barere！＇！身の発 II〔14〕 ③のく法・佐）J・人権〉を

さらに来Illかく rt命じて i：権をキ｜！対化，また代去卜JIを I：のもとに派泣するなど

の動議をiJlII l。

ディスクール⑤： l’abbeMaury発 lI〔18〕への以諭一一人権＇ 1'(I Iの似.fljl

的擁護。

ディスクール⑥： Mirabeau発 If〔39〕への以論 Mauryと11rjじく

Mirabeauも人権’ιIIはく析’'t-tdr>であるからI1-:j I：の裁11Jの対象たりえ

ないとする。 Barereにとって Mirabeauはl1iJじ第 3身分［rd1：ながら，採択

動議をめぐる審議でのライヴァルになるので，この埠ゴ!Jlj は、I~然で、ある。こ

の以論によって，憲法のほかに人柏市（ J jーをも裁11Jの対象に加えるrl命EHは完

成し，〈内部の危機〉解決への道がよじかれる。

ディスクール⑦：くj）＇］部の危機〉とく外部の危機〉との」挙解決：一一パ

リkn11j民（ド）同民で、はなしうが傍聴席にな場する（乱人ではない）こと
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で，内部の危機と外部の危機がII¥会う。物rjれまく！：；＿・たちのIll現〉→く議会

による ·Ji：↑~＇IlWl&＞→〈代長のII¥発〉→＜ I：の裁nJ)→＜＋の善性の確認、〉

という必然の筋道を辿り， lr!J危機は屯光イi火の解決をみて，〈民衆〉く議

会） <f k] Iつが一本の糸で結び合わされる。

このようなメタレベルの物，＼tfは， BarereによるlOJj5 IJ本会議の個性的

なく，b'cみ〉（その，，，には Robespierre〔2〕の発，； l：日を横取りしてしまう

ような強引なt'!LJMt'i11~ も合まれる）をぶしているが，それ以上に当時の

ジャーナリストにとって［1<:JL＼＇；，議会の議事録という新しいジャンルが，一つ

の＜ ·h{'j:）や〈物，＼／~）をあ為のれの紙［白iに JJl 11¥させるための格女fの素材今で
、

あつた・J；一J「

Courier Nαtionα（IO）はやや＇Ji：↑庁を J（~こする O De Pussyの記事は議事録の

常識をまったく無視したもので，発17者の名所iを省略したままその発日－を

｜町長：，j1；法で、づ｜川し，しかもそれらが数字1のディスクールの合成物である上

に DePussy ［＇！身の忠弘や！·~忽を織り混ぜてあるため，読み子にはメタレ

ベルを識別することすらかなわず，テクストのすべてを無批判に受け入れ

るしか）j法がない。 Barereの新聞よりはるかに絞狗なやりくちといえる。

メタレベルの介入という点では，やはり Maratの L’Amidu peuple41lを

治とすわけにはいかないだろう。というのも，これまでのどの新聞にも増

して，／~き子の；i~リり込みは強引にして臆1(Ij もなく，読者はむしろその横暴

さ，荒々しさに，ζ効、れてこの新聞をもとめたとすらいえるからである。

たとえば10)J 'Ji什：を依った第26~J· (10) J 7 I！イ、l

のlh:IJ；己l議会議・J干主求がJ品載されているが，議会報告とは41ばかりで，審議の

模様を｛ム会える 1j1•門：的文体は必ず Marat L＇！身の激烈な弁 l；ーにとってかわら

れる。 10JJ3llの本会議における食糧問題の討議報告では，途中から小麦

粉のい｜外流HIが政府側の仕業であるとする弾劾演説が始まり，やがて

Neckerの丘任追求，ひいてはifnU早い処刑への呼びかけへとエスカレート

する。

10JJ 5 llHの報竹は簡略をきわめ，凶 Finl符に対する批判的発三の要旨

が 7{j-と， P副ionde Villeneuve 〔12〕が無条件裁可を要求したという 5行
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のあと，議会が採択したデ、クレが引用されているのみである。その後の展

開を rl~述する本もまったく熱J立は感、じられず，議場に侵入した女たちの模

様や近衛兵虐殺のエピソードも Marat には一切の共感も以！~ も呼ばない

かのごとくである。 6I！のι録の故後はltJE一家のノξ リ到行を報じる次の

ような文で締めくくられる。

Le Roi, la Reine, le Dauphin, etc. sont arrives dans la Capitale sur les 

sept heures du soir. C’est une f ete pour les bans Parisiens de posseder 

enfin leur Roi. Sa presence va faire bien promptement changer les choses 

de face; le pauvre Peuple ne mourra plus de faim. Mais ce bonheur 

s’epanouirait bient6t comme un songe, si nous ne fixions au milieu de nous 

le sejour de la Famille Royale, jusqu’a la Constitution soit completement 

consacree 

L'Ami du Peuple partage la joie de ses chers Concitoyens, mais il ne se 
42) 

livrera point au sommeil 

この無愛氾！な数千Jは，ジャーナリスト Maratのよi!,ぷめているものが

どこにあるかを如実にぶしている。彼はつい1)iJ[ iまで、パリとヴェルサ

イユを抗争り動かした驚くべき事件の展開にはほとんど興味ーを抱いてレ

ない。 ・Jiイ／｜：をく物語〉に｛！~ 1／てて逐一報告するというジャーナリスト

の常伝子段を， Marat ははじめから:Hi：んでいるように見える。 f民~＼を

執下t:rfiの彼の怠識は，過去の山来事の）jf(1］にはまったく f(1jけられてい

ないとさえ！？える。といってその広l識は， 卜I；己引Jlj文にゆ］!'Iに去われ

ているごとく， lt三IEのノξ リ帰還がもたらしたT放しの点びに満ちる現

イi：の状況に吸収されてしまう I沢でもない。 Maratは；占法の全文が1i-:1r 

の子で裁可されるべき｜瞬間にこだわり統けているので43），そのような

木来の－,i,1、ゆミら彼は過よA と現在に存赦のない疑11¥Jを発するのである。

この革命家の幻想！こそが，民衆への 1t'J:接の呼びかけを誘発し，竺~Ji.や

扇動の r-i・~見を lj三み山す。現在と未来に絶望し，過よーを彩る i：権の栄光

を懐かしむ E党派 Rivara！の品調と，過よと現｛Eをt!iみ，木米にrriJ化

する革命家 Maratの弁舌には，不思議なほど似通ったある悲痛な響き
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がある。

4：まとめ

lOJj事件のrj1で511の国民議会本会議の討論が占める牧置はささや

かなものであるにすぎない。〔42〕の Target発三のあと，議場には多

数のパリバi氏が乱入し，審議は混乱の相を日する。議会は代議制の原

則によって選If＼されたエリートたちがお互いの理念を交換しあう神聖

な雫間であることをやめ，民衆の巨大なf]ソJのMHにほとんど無防備の

ままさらされる。 5I l 伐， lTi)Eの無条件裁nJをとりつけて以後，翌日

｜司王一家がパリにtiI発するまでのrm.l司民議会にはもはや果たすべき

{nJの役；刊もない。宵殿内外での流 ffll騒ぎ，国民衛兵の活躍，バルコ

ニーでのI：の演説，パリへの行進など，事件の節目となるエピソード

のすべては議場の外で起き，議会の介入なしに進展・解決をみている。

5 11 4その本会議以前にも，ノミリを舞介に大群衆を主役とするドラマが

演じられ，ヴェルサイユ行進や民衆の議場乱人はその結果であること

を忘れてはならない。

11~） F[r1JD；をめぐる議会での審議は，このようにして，同民の代表た

る議日たちの予測や能）Jをはるかに超えた異常な事態に固まれ，試練

にかけられている。この事態 P.Noraや RBarth esが言う怠味で

の件付｜：〉 は， Versaillesの議事録をrf1心にした報道活動に従事す

るジャーナリストにとっても，まったく rruじような試練の体験であっ

た。すでにlOJJ5 11 M：の本会議記録そのものからして，さまざまな隠

蔽，選択，介入の小市IllI；が汗されている事情はこれまでに記したとお

りであるが，ジャーナリストたちにとってさらに大きな誠練とは，視

点を議会からパリやヴェルサイユ符妊に移して事件の令：貌を報告しよ

うとする場什，議事録の無色透明な＇ fi:務的文体をもってしてはまった

く記述不能な現実があるとし、う状況であった。彼らはくレシ〉という

子法に，ffえ，ヴェルサイユ行進をめぐる，それぞれに異なった物語を

こしらえあげることで，く事件〉を馴致・処理すると lrij時に，おのれの
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物語を一つのく事件〉にイI:1'1：てようとするだろう。このくレシ型〉報

道文の読解こそが私たちの次なる課題である。

NOTES 

1) 私たちのJt[rij研究のこれまでの成果は以下の通りである。

①《 Une scene revolutionnarire - a propos des journees d’octobrel. 

Equinoxe, n°4, ete 1989, pp.77 117.これは同一主題をめぐる 3つの論文が並

列する形をとってレるc その内訳をl記すと一一 AkiraMizubayashi: {Pour une 

histoire minusculet, pp目 79101; Yoichi Sumi: mu ban usage du recit 

d’evenement: production de la peur et de la securit酌， pp.103 132; Yuji 

仁eda: {Lieu royal, lieu interdit le cas des l'・;uits revolutionnαires de 

RetiH, pp. 133 117 

②イLesjournees d’octobre dans le fond Bernstein），凶｜際シンポジウム「フラ

ンス本命と丈♂引 (1989年10}]13 l 1～14 l l，於点都・関内 fl仏学館）における

10JJ14f Iの日頭発点。ここでは 3つの伺人発表の連続という形をとらず，新 L

l 、i試みとして）がから結論までの全 9市を 31ノ1が適’i'J'.分担！執筆して印L流したc

[1ij学会の1＼己保（近「U予定）では弁市木足に執＇（l1'；の：ヰ名があるが，本研究の段

終成果である i(i.1j 本においては， ｛~判別の署名を撤廃した）（＇j< Jillりの共［nj執草

の形態を予定している。

2）九1ichelet:Histoire de la Revolution franr;aise, ~Bibliotheque de la Pleiade¥, 

Gallimard, 1952, t. I, pp. 279 280 

3) Albert Ylathiez, {Etude critique sur les journees des 5 et 6 octobre 1789¥. 

Revue historique, t. LXVII. 1898, pp. 211 281; t. LXVIII, 1899, pp. 258 291, 

t. LXIX, 1899, pp.11 66 

4) George Rude：目イLa¥1arche sur Versailles (octobre 1789)), dans La Foule 

dαns la Revolution f ranr;aise, trad uction par Albert Jordan, Maspero, 1982, 

pp. 79 98 

5 ) Frarn;:ois Furet et Denis Richet: La Revolution frαnr;aise, :V1arabout, 

〔1965='pp. 90 98.などがその代ぷ的なものであろう。 Furet/Richetの芹く

10)] 'h件とは， 2!II：紀後に独 I’j の祝fつからく復原〉された一11~，i の物語なので

あって，彼らが依拠している符の革命期の資料がそれぞれ ，m る物 l~［f とはおの

ずと別の価伯観や｜｜的をもつものであることはJうまでもない。

6) Roland Barth es：イL'Ecriturede l’evenement), dans Le Bruissement de la 

langue, Editions du Seuil, 1981, p. 179 

7) Pierre >Jara: ¢Le Retour de 1 evenement), dans ]. Le Goff et Pierre :¥ora 

円。
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(sous la direction de), Faire de l' histozre, nouveαux problemes, Gallimard, 

197 4, p.220. くすff!:）への強い関心を見せたごく初期の業績として， Edgar

九1orinの監修になる Communications誌の特集りが特竿されるべきだろう。

Communications n° 18, <L’EvenemenO, 1972.その後， ¥1orinの問題提起を受

けとめる形で，フランス 18jlf：紀文学研究fi・が I二として共［1ij研究の形ですぐれ

た業績を次々に FIJ{J Lている c その i：なものを挙げると一一 PierreRetat 

(sous la direction de), Le Journαlisme d Ancien Regime. Questzons et 

propositions, Table ronde du C:¥RS, 12 13 juin 1981. Centre d’etude du 

xvme siecle de l’l" niversite Lyon II. Lyon, Presses C niversitaires de 

Lyon. 1982; Pierre Retat et Jean Sgard (sous la direction de), Presse et 

histoire au XV I I le siecle - l' an nee 17 34, Editions du C>JRS, 1978, 

L'Aηnee 176'8 a travers la presse trαitee par ordinateur, Editions du 

C¥"RS, 1981; L二4nnee1778 a travers la presse traitee par ordinateur, 

Presses universitaires de France, 1982; Pierre Retat (sous la direction de), 

L’Attentat de Dαmiens Discours sur l' evenement au XV 11 / siecle 

Editions du CI¥RS, 1979; Lα 九1ortde九1arat Travail collectif anime et 

coordonne par Jean Claude Bon日et, Flammarion, 1988; Jean Sgard, Les 

trentes recits de la journee des tuiles, Presses Lγniversitaires de Grenoble, 

1988 

8〕、ァoir:Akira .¥fizubayashi: IPour une histoire minuscule/, Equinoxe, n° 4, ete 

1989, pp. 79 81 

9) 49／（は，パリ［J<:]1'1：凶円飢および専修大’y’~］；tf航の Bernstein 文悼のいずれかの

）折）誌になるものである c

10) Pierre Retat: Les Journaux de 1789-Bibliogrαphie critique, Editions du 

C:¥RS, 1988 

11) Retat 1]1j財力の巻頭にあるAN,A:¥:¥, DP. IG，といった略りで、表わされている

カテゴリーは，本研究にとってほとんど役にιたないc

12) 資料解説のための予備調布，門Ill学内に役＂（ったのは以下の研究：論文，カタロ

グのをnである。まず1789午の新聞報道の実態については Claude Labrosse 

et Pierre Retat: l'iazssance du journal revolutionnaire 1789, Presses 

Cniversitaires de Lyon, 1989; Pierre Retat: 1L Annee vue par les journaux 

problemes et propositions≫, Dix Huitieme Siecle, n° 20, 1988, pp. 83 97, 

Claude Labrosse：目 %LeRecit d evenement dans la presse de 1789}, ibid.；それ

から｜司氏議会の成 1＇！：や ｛j：制lみ，政治，＼，l百の問題などについては一一 Pierre

Lamarque：イLaNaissance de L Assemblee '.'Jationale1, Dix Huitieme Siecle, 

n° 20, 1988. pp. 111 118 ; 1789 - I,' A口 emhlee .r1;ationale, Exposition 

organisee au Palais Bourbon a I occasion du bicentenaire de la Revolution 
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et de l’Assemblee Nationale, juin septembre 1989; Des Menus Plazszrs aux 

droits de l' homme, La Salle des Eta ts Generaux a Versailles, Exposition 

presentee a l’Hotel des Ylenus Plaisirs a Versailles du 5 mai au 3 

septembre 1989; Jacques Guilhaumou: La Langue politique et la Rc;volution 

Jranr;aise, Klincksieck, 1989; Patrick Brasart: Paroles de fα Rc;volution 

Les Assemblees parlementaires 1789 1791, Minerve, 1988 

13) 以卜の 5つのデクレである。①利付きi引Jけに｜到するヂクレ（近く［11J1年），③

封地税に｜却するデクし（裁！の，③税金に関する子、クレ（裁11J)，④アノレサ、スの

ユダ、ヤ人に｜到するデ、クレ（裁11J），⑤穀物輸illに関するヂクレ（裁11J)。

14) 数ll1日Jに［k)Iに J1tlけ、られた志法条項のテクストは19条までである。しかもこ

こで問題となっている条えは，いわゆる91作活？:tの決定稿とはかなり異なっ

ている。

15) Archives parlementairl?s de 1787 a 1860, ed.]. ¥1avidal, E. Laurent et 

E. Clave!, premiere serie (1789 a 1799), tome IX, du sept. 1789 au 11 

nov. 1789, pp. 312 379.これ以後づ｜川する新聞については，；i：の木尼に Retat 

による分類需りを（ROOO）の形で付す。日数，ページ数は議＇Ji：~；のみなら

ず， lOJJ'Jl:{'j：ーに関わる筒191全体をボすものである c

16) Rezmpresszon de l'Anczen‘¥1oniteur, seule histoire authentique et inalteree 

de la Revolution frarn;:aise depuis la reunion des Etats generaux jusqu’au 

Consulat (mai 1789 novembre 1799) avec des notes explicatives, tome 

deuxieme, Assemblee Constituante, 1859, n°5 67 72. (R078) Retatの前掲iヰ

にもn，記されてし、るように（p. 120), Gazette lVationale ou le Moniteur 

universe｛ のこのく復刻版〉なるもののうち，創刊りから抗93~j· iで（ 5 J J 5 l I 

から11J J 23 I Iまで）は市命期以後19jlt：紀にかけての編集名が諸資料を照合し

て創作した偽版であり，本吋の創刊は1789年ll)j 24I1の第94りということに

なる。

17) Le Point du jour, ou Resultat de ce qui s’est passe la veille a l' Assemblee 

/1iat10nale, n°5 XCIX et C, pp. 213 236. (R119) 

18) 議只の才lの長記，身分，職業，選挙［x：などについては次のカタログが役に 1＇（っ

た。 Notzceet portraz'ts des deputes de 1789, Assemblee ~ationale, 1989. リ

ストで（ ）内のローマ数字は 3身分のいずれかをぷわしている c

19) Bulletin de la correspondαnee de la deputatzon des communes de la 

senechaussee de Brest, n° 57, pp. 439 445. (R288) 

20) Revolutions de Versailles et de Pαris; dediees aux Dαmes Franr;azses, 

n° I, pp. 1 65. (Rl66) 

21) Correspondance de MM. les Deputes de la province d’Anjou, a l' Assemblee 

Nαtionale, n° 22, pp. 485 504. (R281) 
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22) Gazette de Franceは10月9u付第81号が本来であれば事件の記述に当てられ

るべきところであるが，パリとヴェルサイユのいずれについても何の報告も

ない。（Rl95)

23) {Le Roi, arrive, mardi dernier au soir a Paris } (ibid., n° 82, p. 423) 

24) le Patriote f ran~ais, journal libre, impartial et nαtional, n°5 LXII, LXIII 

et LXIV. (RlH) 

25) C¥ous reiterons nos prieres a nos Lecteurs de nous pardonner le desordre 

de cette Feuille; ii est le resultat force de la circonstance. >Jous repren 

drons dans le ;..Jumero de demain tout ce que nous avons omis dans Jes 

precedents) (ibid., n° LXIII, p. 3) 

26) Assemblee /v＇αtionale, Journal des debats et des decrets, n°5 55 57. (R096) 

27) 比制！！な例をノJよせば，ほとんどの議事録が無視している Glezen〔32］の発言を

とりあげ，恵比のまとめ役としての働きをI評価しているところなどがそうで

ある。｛M.Glezen recapitule Jes divers avis, et Jes concilie} (ibid., n° 55, 

p. 7) 

28) Journal generαf de Frαnee, n°5 121 122, pp.497 504. (R201) 

29) le Novelliste universe! ou Analyse raisonnee de toutes les Jeuilles 

periodiques, etαutres ouvrages relatif s aux af J a ires du temps, n° XXIV, 

pp. 1 24. (Rl 34) 

30) Journal des decrets de l' Assemblee九αtionale, pour les habitants des 

camρagnes, et de Correspondance entre les municipalites des villes et des 

cαmpagnes du royaume, n° l, pp. 210 224. (R097) 

31) Assemblee ."..f ationale, Seαnee et suite des nouvelles de Versailles, du 5 au 

7 octobre 1789 (trois numeros). (Rl81) 

32) Ibid., du 5 octobre, p. 7 

33) Gαzette de Paris, ouvrage consαere au patriotzsme, a l' histoire, a la 

politique et aux beαuxαrts, n°5 VII et VIII. pp. 57 80目（R076)

34) Ibid., p. 61 

35) Journal historique et politique de Geneve, du samedi 17 octobre 1789, 

pp. 169 240. (Rl96) 

36) <Ces dernieres paroles exciterent de grandes rumeurs; plusieurs Deputes, 

blesses, denoncerent formellement I opinant, comme coupable envers 

l’Assemblee, et demanderent qu’ii fflt rappele a l’ordre. Quelques voix 

recriminerent, en accusant Jes preopinants d avoir manque plus violemment 

encore a Sa .¥1ajeste1 (ibid., p. 185) 

37) Rivarol: Journal politzque national, Presentation par Willy de Spens, 

Collection Alphee, Editions du Rocher, 1989 
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38) note 17）を参照のこと。

39) 票決の結果採択されたのは Mirabeau案だが，修正動議が相次いで11J決され，

最後はむしろ Barere案に近いデクレとなった。

40) Courier nαtional，日OS 108 110. (ROSO) 

41) L’Ami du peuple ou Le Publiciste par吋ien, journal politique, Libre et 

impartial, par une societe de Patriotes, n° XXVII, pp. 227 234. (R157) 

42) Ibid., p. 231 

43) ルイ 161"；は憲法の最初の19条を裁可したにすぎない。
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